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新型コロナウイルスの感染症対策に伴う臨時休業等について 

このことについて、熊本県教育委員会より下記の方針が示されました。 

つきましては、南関町でもこの方針に従って対応することになりましたので、お

知らせいたします。子どもたちの家庭での生活等、ご心配なことも多いかと思いま

すが、新型コロナウイルスの感染の拡大を防止するための休校の措置であるという

趣旨につきましてご理解とご協力のほどよろしくお願いします。 

記 
 

令和２年２月２８日  熊本県教育委員会  

県立学校の臨時休業（休校）に係る当面の方針について 

・昨日、安倍総理が、全国のすべての小学校・中学校・高等学校及び特別支援学校について 

３月２日から春休みまで臨時休業を要請する考えを表明されました。 

・これを受けて、感染者が発生している本県の教育委員会としては、すべての県立中学校・ 

高等学校・特別支援学校について、当分の間、３月２日から３月１５日まで臨時休業とし

今後の状況を踏まえ、春休みまでの延長を検討します。 

・この間、今回の急な休業により、家庭での対応の調整がつかない障がいのある児童生徒や 

進路・進級等に関して特別な指導が必要な児童生徒等に対しては、個別に必要な対応を行 

います。 

・なお、県立学校の入学者選抜及び卒業式については、現在の方針どおり実施することとし 

ます。 

・また、市町村教育委員会に対して、同様の措置を講じるよう、要請いたします。 

・ただし、共働き世帯やひとり親世帯等で仕事との両立の調整がつかないなどの児童に対し 

ては、国の施策等を踏まえ、県の関係部局や市町村、関係機関と連携して取り組んでまい 

ります。 
 

＜各ご家庭への連絡とお願い＞ 

・今後、学校からの連絡、また１６日から学校再開となった場合の時間割等は、安心・ 

安全メール及び本校ホームページで情報発信します。 

・学習については、学校からドリルや学習プリントを配付しております。今後、ご家 

庭に届けたり、学校へ取りにきていただいたりしながら、可能な限り学習支援を図 

っていきます。 

・家庭での規則正しい生活や手洗いうがいの励行、できる限り外出を控えるなど、感 

染防止に努めていただきますようお願いします。 


